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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部に機器を収納し、キャビネット取付金具を介してポールや壁等に取り付けられる電
気電子機器収納用キャビネットにおいて、
　少なくともＬ字断面を有し、前記機器の荷重が作用する剛性レールを、長手方向を横に
して、前記キャビネット本体の側板の内面に貼設し、
　前記側板外面の前記剛性レールが貼設されている部分に沿わせてキャビネット取付金具
を貼設し、
　前記側板を、前記剛性レールの面と前記キャビネット取付金具の面とで挟んで、ボルト
で共締めをし、
　前記機器の荷重が、前記剛性レールから前記キャビネット取付金具に直接作用するよう
に構成したことを特徴とする電気電子機器収納用キャビネット。
【請求項２】
　キャビネット本体の内部に収納される機器を、剛性レールもしくは、剛性レールに取り
付けられるマウントユニットに取り付け、前記機器の荷重が、前記剛性レールに直接作用
するように構成したことを特徴とする請求項１に記載の電気電子機器収納用キャビネット
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、内部に電気機器や電子機器等の機器を収納し、ポールや壁等へ取り付けられ
る電気機器機収納用キャビネットに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ポールや壁等に取り付けられる電気電子機器収納用キャビネットは、特許文献１
に示されるように、キャビネットの背面板を貫通して取り付けられたスタッドボルトを、
ポールや壁等に取り付けられるキャビネット取付金具に設けられた穴に通して、ナットで
締め付けてポールや壁等に取り付けていた。
【０００３】
　しかしながら、キャビネット内部に収納される機器の荷重を、キャビネットで支えるこ
とから、キャビネットのキャビネット取付金具が取り付けられている部分に、荷重が集中
することから、屋外に設置された場合で想定以上の荷重や外力が加わった場合、この部分
が変形する恐れがあった。
【０００４】
　そこで、キャビネット内部に収納される機器の荷重により、キャビネット取付金具の取
付部分の変形や破損が生じない電気電子機器収納用キャビネット開発が要望されていた。
【特許文献１】特開平１０－２４２６５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　キャビネット内部に収納される機器の荷重により、キャビネット取付金具の取付部分の
変形や破損が生じない電気電子機器収納用キャビネットを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するためになされた本発明は、内部に機器を収納し、キャビネット取付
金具を介してポールや壁等に取り付けられる電気電子機器収納用キャビネットにおいて、
　少なくともＬ字断面を有し、前記機器の荷重が作用する剛性レールを、長手方向を横に
して、前記キャビネット本体の側板の内面に貼設し、
　前記側板外面の前記剛性レールが貼設されている部分に沿わせてキャビネット取付金具
を貼設し、
　前記側板を、前記剛性レールの面と前記キャビネット取付金具の面とで挟んで、ボルト
で共締めをし、
　前記機器の荷重が、前記剛性レールから前記キャビネット取付金具に直接作用するよう
に構成したことを特徴とする電気電子機器収納用キャビネット。
【０００７】
　なお、キャビネット本体の内部に収納される機器を、剛性レールもしくは、剛性レール
に取り付けられるマウントユニットに取り付け、前記機器の荷重が、前記剛性レールに直
接作用するように構成することが好ましい。
【０００８】
　また、剛性レールの断面形状はＬ字部分を有し、この剛性レールをキャビネット本体の
側板と天井面又は底面とが交差するそれぞれの角部の内部側に貼設して、前記角部に中空
部を形成するとともに、これらの剛性レール間にマウントレールを架設し、キャビネット
本体の内部に収納される機器を、前記マウントレールもしくは、前記マウントレールに取
り付けられた棚板に取り付け、前記電子機器の荷重が前記剛性レールに直接作用するよう
に構成することが好ましい。
【発明の効果】
【０００９】
　内部に機器を収納し、キャビネット取付金具を介してポールや壁等に取り付けられる電
気電子機器収納用キャビネットにおいて、キャビネット本体の側板を、キャビネット本体
の内部側に配設され、前記機器の荷重が作用する剛性レールとキャビネット本体の外部側
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に配設されたキャビネット取付金具とで挟んで、ボルトで共締めをし、前記機器の荷重が
、剛性レールからキャビネット取付金具に直接作用するように構成したので、キャビネッ
ト本体に前記電子機器の荷重が作用することがなく、キャビネット取付金具の取付部分の
変形や破損が生じない電気電子機器収納用キャビネットを提供することが可能となる。
【００１０】
　なお、キャビネット本体の内部に収納される機器を、剛性レールもしくは、剛性レール
に取り付けられるマウントユニットに取り付け、前記機器の荷重が、前記剛性レールに直
接作用するように構成すると、キャビネット本体に前記電子機器の荷重が作用することが
なく、キャビネット取付金具の取付部分の変形や破損が生じない電気電子機器収納用キャ
ビネットを提供することが可能となる。
【００１１】
　また、剛性レールの断面形状はＬ字部分を有し、この剛性レールをキャビネット本体の
側板と天井面又は底面とが交差するそれぞれの角部の内部側に貼設して、前記角部に中空
部を形成したので、最も機器の応力がかかるキャビネットの前記角部自体を補強すること
となり、キャビネット本体の変形を防止することが可能となる。また、前記の剛性レール
間にマウントレールを架設し、キャビネット本体の内部に収納される機器を、前記マウン
トレールもしくは、前記マウントレールに取り付けられた棚板に取り付け、前記機器の荷
重が前記剛性レールに直接作用するように構成すると、キャビネット本体に前記電子機器
の荷重が作用することがないので、キャビネット取付金具の取付部分の変形や破損が生じ
ない電気電子機器収納用キャビネットを提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下に、図面を参照しつつ本発明の好ましい実施の形態（第１の実施形態）を示す。
　図１は本発明の電気電子機器収納用キャビネット５０の第１の実施形態を示す斜視図で
ある。１はキャビネット本体であり、前面１ｎ及び後面１ｃが開口している箱形形状をし
ている。このキャビネット本体１の一方の側板１ａや、天井面１ｂには、直射日光による
キャビネット本体１内部の温度上昇を抑制するための遮光板２、３が、それぞれの面を覆
うように取り付けられている。
【００１３】
　４はキャビネット本体１の開口している後面１ｃを覆着する扉であり、開閉自在にキャ
ビネット本体１に取り付けられている。扉４を覆うように、遮光板５が扉４に取り付けら
れている。
【００１４】
　図３に示されるように、キャビネット本体１の開口している前面１ｎにも、この前面１
ｎを覆着する扉６が、開閉自在にキャビネット本体１に取り付けられ、この扉６を覆うよ
うに、遮光板７が取り付けられている。
【００１５】
　図２に、本発明の要部の詳細図を示す。キャビネット本体１の他方の側板１ｅの内部側
には、図２に示されるように、断面形状がクランク形状の剛性レール１０が、長手方向を
横にし、剛性レール１０の一方の面１０ｂと前記側板１ｅが接するようにして配設されて
いる。なお、本実施形態では、２個の剛性レール１０が、高さ方向に一定間隔をおいて、
キャビネット本体の側板１ｅの内部側に配設されている。
【００１６】
　図２に示されるように、剛性レール１０のキャビネット本体１に配設されている面１０
ｂの両端よりもやや内側の位置には取付穴１０ａが形成され、また、キャビネット本体１
の前記取付穴１０ａに対応する位置には、取付穴１０ａと同軸で殆ど同じ径の貫通穴１ｆ
が形成されている。
【００１７】
　図３に、電気電子機器収納用キャビネットの前面斜視図を示す。図３に示されるように
、キャビネット本体１の側板１ｅの外部側の、剛性レール１０が貼設されている部分には
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、キャビネット取付金具である断面形状が略Ｌ字形状の外部補強金具１５が、一方の面１
５ａを上にして配設されている。外部補強金具１５の、キャビネット本体１に配設されて
いる面の、前記取付穴１０ａ及び貫通穴１ｆに対応する位置には、取付穴１５ｂが形成さ
れ、これら取付穴１０ａ、貫通穴１ｆ、取付穴１５ｂにより、キャビネット本体１の側板
の内部と外部が連通している。
【００１８】
　図４に、キャビネット取付金具の取付部分の断面図を示す。図４に示されるように、前
記取付穴１０ａ、貫通穴１ｆ、取付穴１５ｂにボルト１６を通して、ナット１７で締め付
けて、剛性レール１０や外部補強金具１５をキャビネット本体１の側板１ｅに取り付けて
いる。なお、前記取付穴１０ａ、貫通穴１ｆ、取付穴１５ｂにボルト１６を通す方向は、
キャビネット本体１の内部側からであっても、外部側からであってもよい。
【００１９】
　なお、剛性レール１０及び外部補強金具１５の、キャビネット本体１の側板１ｅへの取
付方法は、前記方法に限定されず、例えば、取付穴１５ｂの代わりに、ネジ穴を外部補強
金具１５に形成し、ボルト１６をキャビネット本体１の内部側から取付穴１０ａ及び貫通
穴１ｆに通して、外部補強部材１５に形成されたネジ穴に締め付けるか、あるいは、取付
穴１０ａを、ネジ穴として剛性レール１０に形成し、ボルト１６をキャビネット本体１の
外部側から取付穴１０ａ及び貫通穴１ｆに通して、剛性レール１０に形成されたネジ穴に
締め付けることとしてもよく、キャビネット本体１の側板１ｅを剛性レール１０及び外部
補強金具１５で挟んで、ボルト１６で共締めする構造であればよい。
【００２０】
　なお、剛性レール１０や外部補強金具１５を予め、キャビネット本体１に溶接すること
としても差し支えない。
【００２１】
　なお、ボルト１６がキャビネト本体１に貫通している部分から、雨水がキャビネット本
体１の内部に侵入することを防止するために、ボルト１６の座面及び、ナット１７の座面
にパッキン設けるか、ボルト１６を締め付けた後で、キャビネット本体１の貫通部分をシ
ーリング剤でシールすることが好ましい。
【００２２】
　図５に、キャビネット取付金具の詳細図を示す。図３や図５に示されるように、キャビ
ネット取付金具は、外部補強金具１５とポール取付金具１８とから構成されている。外部
補強金具１５の上面１５ａには、一定間隔をおいて、だるま形状の取付穴１５ｃが２個形
成されている。図５において、１８はポール取付金具であり、このポール取付金具１８の
上面にはネジ穴１８ａが２個形成され、外部補強金具１５の取付穴１５ｃに、ボルト（図
示せず）を通して、前記ネジ穴１８ａに締め付けて、ポール取付金具１８を外部補強金具
１５に取り付けている。
【００２３】
　ポール取付金具１８には、ポールや電柱を抱持するポール取付バンド２０が設けられて
、本発明の電気電子機器収納用キャビネット５０をポールや電柱に取り付けている。
【００２４】
　一方で、電気電子機器収納用キャビネット５０を壁に取り付ける場合には、ポール取付
金具１８の代わりに、キャビネットの取付金具である壁取付金具（図示せず）を用いて、
電気電子機器収納用キャビネット５０を壁に取り付ける。なお、壁取付金具は外部補強金
具を介さずに、キャビネット本体の側板１ｅをキャビネット内部の剛性レールとで共締め
するものとする。
【００２５】
　以下、電気電子機器収納用キャビネット５０をポールや壁等の対象物に取り付けるため
の、外部補強金具１５及びポール取付金具１８等の取付金具をキャビネット取付金具とい
うこととする。
【００２６】
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　なお、外部補強金具１５とポール取付金具１８や壁取付金具等の取付金具を一体構造と
した、キャビネット取付金具としても差し支えない。また、キャビネットの取付金具は外
部補強金具１５を有さず、ポール取付金具１８のみからなるものとしてもよい。
【００２７】
　図２に示されるように、剛性レール１０の他方の面１０ｃには、一定間隔をおいて複数
の取付ネジ穴１０ｄ形成されている。
【００２８】
　図１に示されるように、コの字形状のマウントユニット１９が、マウントユニット１９
を貫通するボルトを取付ネジ穴１０ｄに締め込むことにより、剛性レール１０に取り付け
られている。前述したように、取付ネジ穴１０ｄは、一定間隔をおいて剛性レール１０に
形成されているので、ボルトを締め付ける取付ネジ穴１０ｄの位置を変えることにより、
マウントユニット１９を水平方向に自在に、取付位置を変えることができる。
【００２９】
　このマウントユニット１９には、ＨＵＢ等の電子機器が取り付けられる。マウントユニ
ット１９に取り付けられる電子機器等がＨＵＢの場合には、このＨＵＢは長手方向を縦に
して、マウントユニット１９に取り付けられる。なお、マウントユニット１９を剛性レー
ル１０として構成し、電子機器を直接取り付けることとしても差し支えない。
【００３０】
　このように、キャビネット本体１の内部に収納される電子機器を、剛性レール１０もし
くは、剛性レール１０に取り付けられるマウントユニット１９に取り付けることとしたの
で、電子機器の荷重が、剛性レール１０に作用する。前述したように、キャビネット本体
１の側板１ｅを剛性レール１０とキャビネット取付金具で挟んで、ボルト１６で共締した
ので、電子機器の荷重が剛性レール１０からキャビネット取付金具に作用し、電子機器の
荷重を直接キャビネット取付金具で支えることとなり、前記電子機器の荷重がキャビネッ
ト本体１に作用することがないので、キャビネット本体１が変形することがない。
【００３１】
　なお、本実施形態に用いられる、剛性レール１０の形状は、クランク形状に限定されず
、板状や、断面形状が略L字形状のアングル材や断面形状が略コの字形状のチャンネル材
や、角管等であっても差し支えない。
【００３２】
　次に第２の実施形態を説明する。この第２の実施形態では、図６に示されるように、Ｌ
字形状の断面を有する剛性レール３０を、キャビネット本体１の側板１ｅと天井面１ｂ又
は底面１ｇとが交差するそれぞれの角部１ｈ、１ｊの内部側に溶接により貼設して、キャ
ビネット本体１の角部１ｈ、１ｊに中空部を形成している。なお、本実施形態では、剛性
レール３０には、フランジ部３０ａ、３０ｂが設けられ、フランジ部３０ａをキャビネッ
ト本体１の側板１ｅに、フランジ部３０ｂをキャビネット本体１の底面１ｇに面をあわせ
て、溶接されている。また、Ｌ字形状の断面を有する剛性レール３０は、キャビネット本
体１の側板１ａと天井面１ｂ又は底面１ｇとが交差する角部１ｋ、１ｍの内部側にも溶接
により貼設してキャビネットの隅部に中空部を形成している。なお、側板１ａ側に設けら
れた剛性レール１０は、キャビネットの側板と天井面又は底面との両方に溶接されている
必要はなく、コ字形状の断面を有する剛性レールが底面又は天井面のみに溶接されていて
、キャビネット本体の隅部に中空部を形成したものであってもよい。
【００３３】
　剛性レール３０のフランジ部分３０ａの両端よりもやや内側の位置には、取付穴３０ｃ
が形成され、また、キャビネット本体１の前記取付穴３０ｃに対応する位置には、取付穴
３０ｃと同軸で殆ど同じ径の貫通穴１ｆが形成され、これらの、取付穴３０ｃ及び貫通穴
１ｆにより、キャビネット本体１の側板の内部と外部が連通している。
【００３４】
　これらの取付穴３０ｃ及び取付穴１ｆにボルトを通して、実施形態１と同じ方法で、キ
ャビネット取付金具をキャビネット本体１に取り付け、電気電子機器収納用キャビネット
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５０をポールや壁等に取り付けている。
【００３５】
　キャビネットの開口部には、左右一対のマウントレール３１、３１が上下の剛性レール
３０の間に設けられている。この、マウントレール３１には、一定の間隔おいて、複数の
取付ネジ穴３１ａが形成されている。なお、このマウントレール３１の断面形状は、断面
形状がコの字形状であっても、板状、断面形状が略Ｌ字形状のアングル材や角管であって
も差し支えない。
【００３６】
　キャビネット本体１の内部には、単数もしくは複数の棚板３２が、棚板３２を貫通する
ボルトを取付ネジ穴３１ａに締め込むことにより、左右一対のマウントレール３１、３１
の間に取り付けられている。前述したように、取付ネジ穴３１ａは、一定間隔をおいてマ
ウントレール３１に形成されているので、ボルトを締め付ける取付ネジ穴３１ａの位置を
変えることにより、棚板３２を鉛直方向に自在に、取付位置を変えることができる。
【００３７】
　この棚板３２には、ＨＵＢ等の電子機器が取り付けられる。なお、電子機器を、剛性部
材マウントレール３１に直接取りけることとしても差し支えない。
【００３８】
　このように、キャビネット本体１の内部に収納される電子機器を、マウントレール３１
もしくは、マウントレール３１に取り付けられる棚板３２に取り付けることとしたので、
電子機器の荷重が、直接剛性レール３０に作用する。前述したように、キャビネット本体
１の側板１ｅを剛性レール３０及びキャビネット取付金具とで挟んで、ボルト１６で共締
したので、電子機器の荷重が剛性レール３０からキャビネット取付金具に作用し、電子機
器の荷重を直接キャビネット取付金具で支えることとなり、前記電子機器の荷重がキャビ
ネット本体１に作用することがないので、キャビネット本体１が変形することがない。さ
らに、断面形状がＬ字部分を有する剛性レール１０をキャビネット本体の側板と天井面又
は底面とが交差するそれぞれの角部の内部側に貼設して、キャビネット本体の隅部に中空
部を形成したので、最も電子機器等の応力がかかるキャビネットのコーナ部自体を補強す
ることとなり、キャビネット本体１の変形を防止することが可能となる。
【００３９】
　このように、第２の実施形態では、剛性レール３０を、少なくともキャビネット本体１
の側板１ｅ天井面１ｂ又は底面との、それぞれの角部の内部側に貼設して、チャンネル構
造としたので、内部に収納される電子機器のメンテナンス性を向上させるために、キャビ
ネット本体１の前面及び後面１ｃが開口した構造のキャビネット本体１であっても、剛性
を高めることが可能となり、キャビネット本体１の変形を防止することが可能となる。
【００４０】
　なお、いずれの実施形態においても、扉４はキャビネット本体１の前面のみに設けられ
ていてもよく、この場合には、剛性レール１０や剛性レール３０を及びキャビネット取付
金具、キャビネット本体１の後面１ｃ側の側板に配設する構造であっても差し支えない。
【００４１】
　また、キャビネット１本体の底面１ｇを、ポールや壁等に取付られている支持腕で支え
ることとしても差し支えない。この場合には、強風で電気電子機器収納用キャビネットが
揺れることを防止することが可能となる。
【００４２】
　以上詳細に説明したように、その内部に電子機器を収納し、キャビネット取付金具を介
してポールや壁等に取り付けられる電気電子機器収納用キャビネットにおいて、キャビネ
ット本体１の側板１ｅを、キャビネット本体１の側板１ｅの内部側に配設され、前記電子
機器の荷重が作用する剛性レール１０（３０）及びキャビネット本体１の外部側に配設さ
れたキャビネット取付金具で挟んで、ボルト１６で共締めをし、キャビネット本体１の内
部に収納される電子機器の荷重が、剛性レール１０（３０）に作用するように構成したの
で、キャビネット本体１に前記電子機器の荷重が作用することがないので、キャビネット
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取付金具の取付部分の変形や破損が生じない電気電子機器収納用キャビネットを提供する
ことが可能となった。
【００４３】
　以上、現時点において、もっとも、実践的であり、かつ好ましいと思われる実施形態に
関連して本発明を説明したが、本発明は、本願明細書中に開示された実施形態に限定され
るものではなく、請求の範囲および明細書全体から読み取れる発明の要旨あるいは思想に
反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴う電気電子機器収納用キャビネ
ットもまた技術的範囲に包含されるものとして理解されなければならない。  
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】第１の実施形態を示す斜視図である。
【図２】第１の実施形態の要部を示す詳細図である。
【図３】第１の実施形態の前面を示す斜視図である。
【図４】キャビネット取付金具の取付部分の断面図である。
【図５】キャビネット取付金具の詳細図である。
【図６】第２の実施形態を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００４５】
　１　　　キャビネット本体
　１ａ　　一方の側板
　１ｂ　　天井面
　１ｃ　　後面
　１ｅ　　他方の側板
　１ｆ　　貫通穴
　１ｇ　　底面
　１ｈ　　角部
　１ｊ　　角部
　１ｋ　　角部
　１ｍ　　角部
　１ｎ　　前面
　２　　　遮光板
　３　　　遮光板
　４　　　扉
　５　　　遮光板
　６　　　扉
　７　　　遮光板
　１０　　剛性レール（第１の実施形態）
　１０ａ　取付穴
　１０ｂ　一方の面
　１０ｃ　他方の面
　１０ｄ　取付ネジ穴
　１５　　外部補強金具
　１５ａ　一方の面（上面）
　１５ｂ　取付穴
　１５ｃ　取付穴
　１６　　ボルト
　１７　　ナット
　１８　　ポール取付金具
　１８ａ　ネジ穴
　１９　　マウントユニット
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　２０　　ポールバンド
　３０　　剛性レール（第２の実施形態）
　３０ａ　フランジ部
　３０ｂ　フランジ部
　３０ｃ　取付穴
　３１　　マウントレール
　３１ａ　取付ネジ穴
　３２　　棚板
　５０　　電気電子機器収納用キャビネット

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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